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【警告】 

  ・ 異常や不具合が発生した時は、使用するのをやめてくだ 

   さい。そのまま使用すると、火災・負傷の原因になりま 

   す。ブレーカーを切り、電源コードを抜いてください。 

  ・ 作動中は、触れたり、ぶつかったりしないでください。 

    高温・高圧になっており、負傷・故障の原因になります。 

 

 

 

【禁忌・禁止】 

  ・ 熟練した滅菌作業者以外の人は、使用しないでください。 

   負傷・故障の原因になります。 

  ・ 扉を開く時は、圧力計が０ＭPaであることを確認してく 

   ださい。圧力計が０ＭPa以外の時は、ガスが噴き出した 

   り、いきおいよく扉が開いたりする恐れがあり、負傷の 

    原因になります。 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

 １．構成 

    本器は、チャンバー及びふた，自動制御装置，計器， 

     ガス気化装置，チャンバー内恒温装置，真空装置，安 

    全弁，エアフィルター等で構成する。 

 

 ２．電気的定格 

        電源電圧：ＡＣ１００Ｖ  １５Ａ  ５０/６０Ｈｚ 

        消費電力：０.９５ｋＶＡ 

 

 ３．寸法及び重量 

    外形寸法：(Ｗ)   ５１０㎜，(Ｈ) １,３２０㎜，(Ｄ)   ７８０㎜ 

    缶内寸法：(Ｗ) φ３１６㎜，(Ｄ)   ７０８㎜ 

    重量  ：約１３０㎏ 

 

 ４．原理 

    ① 起動   本器を起動させます。 

    ② 排気   真空ポンプによりチャンバー内の空気を 

          排気します。 

    ③ ガス送入 気化器によりガスを気化させ、チャンバ 

          ー内に供給します。 

    ④ 滅菌   滅菌温度及び滅菌時間を制御します。 

    ⑤ ガス除去  真空ポンプによりチャンバー内のガスを 

                    排気します。 

    ⑥ ｴｱﾚｰｼｮﾝ   真空ポンプ等により残留ガスを除去しま 

                す。 

    ⑦ 完了    ブザーで完了をお知らせします。 

 

【使用目的又は効果】 

 １．性能 

    本器は、チャンバー内(缶内)に被滅菌物を収納し、起 

    動させることにより、滅菌サイクルを自動で制御し、 

    被滅菌物を滅菌する。 

 

 

 

 

 ２．使用目的 

    本器は、手術・治療等に使用する医療用器具，器材を 

      を酸化エチレン混合ガス(酸化エチレン２０％，炭酸 

    ガス８０％)により、滅菌することを目的とする。 

 

 ３．効果又は効能 

    本器は、被滅菌物に酸化エチレン混合ガスを浸透させ、 

    滅菌条件(滅菌温度及び滅菌時間)により菌を死滅させ、 

    滅菌効果を得る。 

種 類 滅菌温度 滅菌時間 

一般滅菌 ５５℃ ４時間 

光学滅菌 ４０℃ ５時間 

 

【使用方法等】 

 １．設置方法 

    ① 安定した場所に水平に設置してください。 

    ② 排気を確実に接続してください。 

    ③ 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込ん 

     でください。 

    ④ ガスボンベを確実に接続してください。 

 

 ２．使用方法 

    ① ブレーカー(本体背面)を入にしてください。 

    ② ガスボンベのバルブを開けてください。 

 

 ３．操作方法 

    ① 扉を開き、チャンバー内に被滅菌物を収納してくだ 

          さい。 収納後、扉を確実に閉めてください。 

    ② 電源スイッチをＯＮにしてください。 

    ③ 選択キーによりプログラム等を選択し、起動してく 

     ださい。 

    ④ 完了後、圧力計が０ＭPaであることを確認し、扉を 

     開き、滅菌物を取り出してください。 

 

【使用上の注意】 

   (１) 電源は、ＡＣ１００Ｖ，１５Ａ以上の３Ｐ(接地２Ｐ) 

    コンセントを使用してください。適合しないものを使 

    用すると、火災・故障の原因になります。また、アー 

    スがとれていないと感電の原因になります。 

   (２) 被滅菌物の滅菌条件等は、あらかじめ製造業者に確認 

       をしてください。不備があると、変形・変質したり、 

     破損する恐れがあり、負傷・故障の原因になります。 

   (３) 作動中、作動完了後や作動停止後は、扉付近に直接手 

        や顔等を近づけないでください。ガスが噴き出す恐れ 

        があり、負傷の原因になります。 

   (４) 作動完了後や停止後は、チャンバーやふた、その周辺 

     に直接手等を触れないで下さい。高温になっており、 

    火傷の原因になります。 

   (５) 作動完了後や停止後は、酸化エチレンの暴露防止のた 

    め、扉を開けた状態でしばらく放置してから、滅菌物 

    を取り出してください。 
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【保管方法及び有効期間等】 

 １．保管方法 

   (１) 周囲温度 10～40℃、相対湿度 30～85％(結露状態を除 

        く)の環境で、必ず室内に貯蔵・保管してください。 

  (２) 水のかからない場所に保管してください。 

  (３) 気圧、温度、湿度、温風、冷風、風通し、日光、ほこ 

        り、塩分やイオウ分等を含んだ空気、等により、悪影 

    響の生ずる恐れのない場所に保管してください。 

  (４) 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)等、安定状態に注意 

     してください。 

  (５) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しな 

    いでください。 

  (６) 長期間ご使用にならない時は、電源プラグを抜いて、 

    ほこりや湿気の影響を受けない様に保管してください。 

 

 ２．使用期間 

        使用期間は、耐用年数の１０年(自己認証による)を限 

    度とする。 

 

【保守・点検に係る事項】 

 １．使用者における保守点検 

   (１) 機器及び部品は、必ず、保守点検を行ってください。 

   (２) 以下の保守点検(取扱説明書参照)を行ってください。 

     チャンバー   毎日 

     ふたパッキン  毎日 

     エアフィルター 年１回交換 

   (３) しばらく使用しなかった機器を再使用する時には、必 

    ず、使用前に機器が正常にかつ安全に動作することを 

    確認してください。 

 

 ２．業者における保守点検 

   (１) 業者における保守点検(年１回)を必ず行ってください。 

   (２) 機器が正常にかつ安全に動作することを確認してくだ 

    さい。<稼働試験> 

   (３) チャンバー、ふた、ハンドル、管及び弁の損傷又は摩 

    耗の有無を確認してください。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

  製造販売業者 

   株式会社 タ マ ノ 

   東京都板橋区中丸町１８-１０ 

   ０３-３９７４-９６００ 

 

  製造業者 

   株式会社 東邦技研 

      埼玉県越谷市大字大林６５７番地 
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